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令和６年度 事業報告 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

公益財団法人堤康次郎記念育英財団 

  

当財団の令和６年度の事業に関し、以下のとおりご報告申し上げます。 

 

１ 滋賀県内の高等学校生に対する奨学支援事業 

（１）新規奨学生の採用 

選考委員会による選考を経て、新規奨学生の採用を行った。 

ア 募集期間：令和６年４月１日～令和６年５月２５日 

イ 応募人数：１０名 

ウ 選考手続 

第１次選考（書類選考）：令和６年６月 

第２次選考（面接選考）：令和６年７月 

エ 採用人数：３名 

（２）前年度までに採用した奨学生の継続 

令和４年度から５年度に採用した奨学生６名について、奨学生として継続した。 

（３）奨学金の支給 

奨学生に対して、奨学金の支給を行った。 

ア 給付人数：９名（本年度採用者３名） 

イ 給付金額：年額３６万円（給費） 

ウ 総給付金額：３２４万円 

 

２ 評議員会及び理事会の開催 

以下のとおり、評議員会及び理事会を開催した。 

（１）評議員会 

令和６年６月２８日   第１回評議員会 

令和６年９月１７日   第２回評議員会 

 

（２）理事会 

令和６年４月５日       第１回理事会 

令和６年５月３０日    第２回理事会 

令和６年６月２８日   第３回理事会 

   令和６年７月１７日    第４回理事会 

令和６年９月１３日    第５回理事会 
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令和６年９月１７日    第６回理事会 

令和７年３月１２日    第７回理事会 

 

 

３ 当財団の広報活動 

当財団のホームページにおいて、当財団の広報活動及び奨学生募集に関する必要

書類及び情報公開を行った。 

 

４ その他 

（１）公益法人制度の理解促進 

役員に対して、公益法人制度の理解促進のための対応を継続して実施した。 

（２）附属明細書 

令和６年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第３４条第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないの

で、作成しない。 

以上 


